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（基本方針） 

我が国の経済状況は、いまだ緩やかなデフレ傾向が引き続づいてありますため、誰

しも等しく願う国民生活の安定と幸せの指針ともいえる福祉の充実に対する欲求度

は、日に日に高いものになっていると認識しております。さらには、身近な地域福祉

活動のさらなる充実と進展が望まれ、地域住民の期待も一応に増している状況にあり

ます。また、社会状況にあっては、少子・高齢化がますます進み、地域福祉の振興に

欠かせない地域コミュニティーの不足、いわゆる住民生活で大切な人と人とのつなが

りに悪い影響を及ぼし、地域における共助・互助・自助が福祉の大切な基本となって

おるところですが、現下の厳しい経済不況などを背景に、地域から発生する生活課題、

福祉課題が生活困難の度合いを一層高め、その状況が顕在化してきておりますが、介

護保険制度の充実・見直し、さらにまた障害者自立支援法による障害者福祉への取り

組みなど、今後の社会福祉の方向性に基づき、さまざまな施策と事業展開がなされて

きております。 

このような状況の下、地域住民の積極的な福祉活動への参加や協働による小地域福

祉活動、またボランティア活動の取り組みや地域福祉コミュニティーづくり、地震被

害発生時などにおける地域福祉活動の取り組み充実と発展に対する大きな期待、さら

には社会福祉事業等を担う社会福祉法人・民間団体・ＮＰＯ・企業等の広範な組織・

団体との連携強化など、地域福祉サービスをこれまで以上に複合的に充実させること

が、社会福祉協議会に課せられた重要な責務といえます。 

本会は、地域福祉活動の推進役として、また住民を支え支援する立場から、今後と

も地域住民の生活向上と福祉の充実を願いつつ、住み慣れた地域の中で互いに支えあ

い、かつ安心して自分らしく活き生きと暮らせる地域社会を創造し構築するため、「福

祉のまちづくり」を推進し、地域の福祉力を高めるための各種事業を積極的に展開し

ていくことを基本方針とします。 

｢重点目標｣ 

１）経営基盤の強化を図るため、自主的な財源確保に努めます。 

２）「生活相談所」「法律相談所」を開設し、困りごと・悩みごと相談事業の充実    

に努めます。 

３）「災害ボランティアセンター」の体制整備（広域の協力体制）及び「災害復興   

支援」に努めます。 



 

４）ボランティアの育成とボランティア団体との連携強化に努めます。 

５）「ひだまりの丘」の管理、地域活動支援センター（旧精神障害者小規模作業所） 

  の事業受託の応募と適切な事業運営に努めます。 

６）広報活動の充実、情報収集とその発信による地域福祉の推進に努めます。 

７）「ひだまりの丘」と「まるごと茶屋」の積極的な活用に努めます。 

 ８）小地域福祉事業の充実と推進に努めます。 

 

１．運営に関する事業 

（１）企画・財政部会による社協事業の運営強化を図る 

（２）理事会・評議員会・監事会の開催 

（３）会員加入（一般会員・賛助会員・特別会員）促進の強化を図る 

（４）各種研修会の開催 

（５）広報「社協だより」の発行（８，５００部×４回） 

（６）ホームページの適切な管理・運用 

（７）地域福祉活動計画の策定に向けた取り組み 

（８）職員の福利厚生事業の充実 

    

 ２．高齢者福祉事業 

（１）愛の訪問配食サービスの充実と普及（週３回実施） 

（２）ひとり暮らし高齢者お楽しみ交流会の実施 

（３）老人クラブ連合会に対する活動支援事業 

   （４）となりぐみ活き生きサロン支援事業 

（５）ひとり暮らし高齢者への非常持ち出し袋の配布（年間） 

 

 ３．子育て支援事業 

   （１）子育てサロン活動への支援 

   （２）おもちゃ病院「ひまわり」に対する活動支援 

（３）町が策定した「次世代育成支援対策行動計画」に基づく事業の支援 

 

 ４．福祉教育推進事業 

   （１）福祉体験学習会 

      ①児童及び生徒による町内福祉施設での体験学習の推進 

      ②キャップハンディ体験学習の開催 

（２）児童生徒書き初め大会への支援 

 



 

５．地域福祉活動推進事業 

（１）日常生活自立支援事業（まもりーぶ）の実施 

   （２）「まるごと茶屋」の各種事業への活用 

   （３）まほろば夏まつり等への参加 

   （４）小地域見守り体制の支援 

   （５）成年後見制度に関する相談や受任等の体制整備 

 

６．ボランティア活動推進事業 

（１）ボランティアセンター運営事業の推進 

（２）ボランティア友の会への支援 

（３）ボランティアの育成及び研修会の開催 

   （４）ボランティアだよりの発行（社協だよりに併記。年４回。） 

   （５）NPO 団体への支援 

 

 ７．大規模災害時における災害ボランティアセンターの体制整備に関する事業 

   （１）大規模災害時の災害ボランティアセンターの設置 

   （２）ボランティア受け入れ拠点の整備（センター設置場所の決定、通信手段

の確保、責任者の決定や担当者の役割分担、ボランティアの受け入れ手

順確認や書式の作成、活動資金の確保等） 

   （３）行政との定期的な情報交換と関係団体とのネットワーク形成 

       近隣市町村と災害ボランティアセンターの協力体制の強化 

（４）災害ボランティアセンター体制整備に関する講習・訓練への参加 

   （５）地域防災研修の企画・立案 

 

 ８．障害者福祉事業 

（１）地域活動支援センター 工房ななつもり（旧精神障害者小規模作業所運

営・受託事業 工房ななつもり）事業受託の応募による障害者への生活

支援・訓練等の実施 

（２）ふれあい交流会の開催 

 

 ９．介護保険指定サービス事業の実施 

（１）福祉用具（介護予防福祉用具）貸与事業所の運営 

利用者の立場に立ったサービスの提供・貸与用具のメンテナンス 

（２）その他の指定サービス事業展開を検討する 

 



 

 10．母子・父子福祉事業 

（１）母子・父子家庭への支援（母子・父子家庭中学校卒業記念品贈呈事業） 

 

11．生活相談事業 

（１）生活相談所の開設（月１回） 

   （２）法律相談所の開設（年２回） 

   （３）関係行政機関等との相談事業の強化 

 

12．生活援護事業 

（１）生活安定資金の貸付 

（２）生活福祉資金の貸付 

（３）歳末たすけあい運動及び募金配分 

   （４）共同募金配分金事業の実施 

 

 13．関係機関との連絡調整 

（１）行政との連携 

・ 保健福祉課との連絡調整 

・ 「ひだまりの丘」の管理補助 

 

（２）団体の事務局 

・大和町民生委員児童委員協議会 

・大和町遺族会 

・大和町遺族会吉岡支部 

・大和町ボランティア友の会  

・大和町老人クラブ連合会 

    

（３）支援・協力団体 

・大和町身体障害者福祉協会 

・大和町手をつなぐ育成会 

・大和町母子福祉会 

・日赤奉仕団 

・保護司会 

      ・更生保護女性会（各地区） 

 


